
全国森林計画について

１ 全国森林計画の概要

○ 全国森林計画は、森林法の規定に基づき、森林・林業基本計画に即して農

林水産大臣が５年ごとに15年を１期としてたてるもの。

○ 森林の整備及び保全の目標、伐採立木材積等の各種計画量、施業の基準等

を示すものであり、都道府県知事がたてる地域森林計画等の指針となる。

○ 新たな森林・林業基本計画に即したものとなるよう、計画数量等の変更が

必要。

２ 対応の方向

○ 新たな森林・林業基本計画を踏まえ、以下の追加を検討。

・ 木材等生産機能の維持増進を図る森林における再造林の促進

・ 林地の保全に留意した適切な伐採・搬出の確保

・ 走行車両の大型化や豪雨の増加傾向等を踏まえた林道整備 等

○ 伐採立木材積や造林面積等の各種計画量について、新たな森林・林業基本

計画に即した見直しを実施。

【現行の全国森林計画における主な計画量】

・ 森林の整備及び保全の目標

区 分 現 況 計画期末

育成単層林 10,215 9,964

森林面積（千ha） 育成複層林 1,053 1,872

天然生林 13,780 13,219

注）現況は平成29年３月31日時点、計画期末は令和16年３月31日時点の数値。

・ 計画量

区 分 計 画 量

総数 82,155（5,476）

伐採立木材積（万㎥） 主伐 37,707（2,514）

間伐 44,448（2,963）

人工造林 1,028（ 68）
造林面積 （千ha）

天然更新 958（ 64）

林道開設量 （千㎞） 62.4（ 4.2）

間伐面積（参考 （千ha） 6,784（ 452））

注）計画期間（平成31年４月１日～令和16年３月31日）の総量 （ ）内は単純年平均。。
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